
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
土
地
収
用
事
業
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
四

公
　
　
　
告

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
四

公
安
委
員
会

○
平
成
十
六
年
度
自
動
車
等
の
運
転
免
許
試
験
等
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
四

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
八

正
　
　
　
誤

○
平
成
十
六
年
二
月
五
日
付
け
第
千
四
百
四
十
九
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
九

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
七
十
五
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
起
業
者
の
名
称

鰍
沢
町

二
　
事
業
の
種
類

仮
称
鹿
島
記
念
公
園
整
備
事
業

三
　
起
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
大
字
鹿
島
字
大
通
及
び
字
舟
戸
地
内

２
　
使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１
　
法
第
二
十
条
第
一
号
要
件

仮
称
鹿
島
記
念
公
園
整
備
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。）
は
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号

に
掲
げ
る
「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
園
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十

条
第
一
号
に
該
当
す
る
。

２
　
法
第
二
十
条
第
二
号
要
件

起
業
者
は
、
平
成
十
五
年
度
以
降
順
次
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
本
事
業
を
遂

行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二

号
に
該
当
す
る
。

３
　
法
第
二
十
条
第
三
号
要
件

（一）

本
事
業
は
、
ス
ポ
ー
ツ
、
イ
ベ
ン
ト
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
芝
生
広
場
等
を
備
え
た
公
園

を
整
備
す
る
事
業
で
あ
り
、
地
域
住
民
の
憩
い
の
場
及
び
ふ
れ
あ
い
の
場
と
し
て
の
利
用
が
見

込
ま
れ
、
住
民
の
生
活
環
境
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
事
業
の
施
行

に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

（二）

本
事
業
の
施
行
に
よ
り
周
辺
の
環
境
に
与
え
る
影
響
は
少
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、

失
わ
れ
る
公
共
の
利
益
は
軽
微
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

（三）

起
業
地
は
、
住
民
の
利
便
性
、
経
済
性
、
環
境
等
の
要
件
を
考
慮
し
選
定
さ
れ
た
三
案
に
つ

い
て
比
較
検
討
し
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
最
も
適
当
な
も
の
と
し
て
決
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（四）

本
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
地
域
住
民
の
た
め
の
公
園
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
実
現

す
る
た
め
の
施
設
規
模
等
と
し
て
お
り
、
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（五）

（一）
か
ら
（四）
ま
で
の
理
由
に
よ
り
、
本
事
業
は
、「
土
地
の
適
正
且
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与

す
る
も
の
」
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
三
号
に
該
当
す
る
。

４
　
法
第
二
十
条
第
四
号
要
件

本
事
業
は
、
地
域
住
民
の
生
活
環
境
向
上
の
た
め
施
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
第
四
次
鰍
沢
町

総
合
計
画
に
お
い
て
「
公
園
緑
地
の
適
正
な
配
置
・
整
備
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
早
急
に

施
行
す
る
必
要
性
が
高
い
事
業
と
認
め
ら
れ
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
四
号
に
該
当
す
る
。

５
　
結
論

１
か
ら
４
ま
で
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
事
業
は
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
よ
り
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
認
定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

鰍
沢
町
建
設
水
道
課

山
梨
県
告
示
第
七
十
六
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
五
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
二
月
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

八
三

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

二
月
十
九
日

第
千
四
百
五
十
三
号

木　曜　日



土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

土
地
改
良
事
業
（
増
穂
西
部
地
区
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関

係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
十
八
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

増
穂
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
平
成
十
六
年
四
月
二
日
ま
で

公
　
　
　
告

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
円
野

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

越
石
　
政
幸

韮
崎
市
円
野
町
下
円
井
一
五
五
九
番
地

平
成
十
六
年
二
月
六
日

公
安
委
員
会

'

平
成
十
六
年
度
自
動
車
等
の
運
転
免
許
試
験
等
の
実
施

平
成
十
六
年
四
月
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
ま
で
の
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
技
能
の
検
査
（
以
下
「
技
能
検
査
」

と
い
う
。）
及
び
法
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
試
験
（
以
下
「
免
許
試
験
」
と
い
う
。）、

法
第
九
十
七
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
の
運
転
免
許
試
験
（
以
下
「
一
部
免
除
試
験
」

と
い
う
。）、
法
第
百
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
試
験
（
以
下
「
再
試
験
」
と
い
う
。）
並
び
に

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
九
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
及
び

第
五
条
第
三
項
又
は
道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
十
八
条
の
五

の
規
定
に
よ
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

一
　
技
能
検
査

検
　
査
　
の
　
種
　
類

検
　
　
査
　
　
日

検
　
査
　
場
　
所

大
型
自
動
車
免
許

毎
週
水
曜
日
（
山
梨
県
の
休
日

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山

一
、
八
二
八

梨
県
条
例
第
六
号
）
第
一
条
第

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転

一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日（

免
許
課
（
山
梨
県
運
転
免
許
セ

以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
を

ン
タ
ー
）

除
く
。）

普
通
自
動
車
免
許

毎
週
火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
休

日
及
び
平
成
十
七
年
一
月
四
日

を
除
く
。）

二
　
免
許
試
験

１
　
自
動
車
等
の
運
転
に
必
要
な
適
性
に
つ
い
て
の
免
許
試
験

免
　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
月
曜
日
及
び
水
曜
日
（
休
日

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野

を
除
く
。）

牛
島
一
、
八
二
八

大
型
自
動
車
仮
免
許

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

普
通
自
動
車
仮
免
許

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種

毎
週
水
曜
日
（
休
日
を
除
く
。）

免
許

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
五
十
三
号
　
　
平
成
十
六
年
二
月
十
九
日

八
四



牽
引
第
二
種
免
許

大
型
自
動
車
免
許

大
型
特
殊
自
動
車
免
許

牽
引
免
許

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
休
日

及
び
平
成
十
七
年
一
月
四
日
を
除

く
。）

普
通
自
動
車
免
許

毎
週
火
曜
日
、
水
曜
日
及
び
木
曜

日
（
休
日
及
び
平
成
十
七
年
一
月

四
日
を
除
く
。）

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

毎
週
金
曜
日
（
休
日
を
除
く
。）

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

小
型
特
殊
自
動
車
免
許

毎
週
水
曜
日
（
休
日
を
除
く
。）

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野

又
は
警
察
署
で
行
う
毎
月
第
一
火

牛
島
一
、
八
二
八

原
動
機
付
自
転
車
免
許

曜
日
及
び
第
三
火
曜
日
（
休
日
に

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

当
た
っ
た
場
合
は
、
別
に
指
定
し

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

た
日
）
。
た
だ
し
、
警
察
署
で
免

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当

山
梨
県
都
留
市
下
谷
三
丁

該
警
察
署
の
住
所
区
域
に
住
所
の

目
二
番
二
号

あ
る
者
に
限
る
。

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

運
転
免
許
課
都
留
分
室

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る

住
所
区
域
を
管
轄
す
る
警

察
署

２
　
自
動
車
等
の
運
転
に
必
要
な
技
能
に
つ
い
て
の
免
許
試
験

免
　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
月
曜
日
及
び
水
曜
日
（
休
日

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野

を
除
く
。）

牛
島
一
、
八
二
八

大
型
自
動
車
仮
免
許

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

普
通
自
動
車
仮
免
許

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
休
日

及
び
平
成
十
七
年
一
月
四
日
を
除

普
通
自
動
車
免
許

く
。）

大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種

毎
週
水
曜
日
（
休
日
を
除
く
。）

免
許

牽
引
第
二
種
免
許

大
型
自
動
車
免
許

大
型
特
殊
自
動
車
免
許

牽
引
免
許

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

毎
週
金
曜
日
（
休
日
を
除
く
。）

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

３
　
自
動
車
等
の
運
転
に
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
の
免
許
試
験

免
　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
月
曜
日
及
び
水
曜
日
（
休
日

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野

を
除
く
。）

牛
島
一
、
八
二
八

大
型
自
動
車
仮
免
許

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

普
通
自
動
車
仮
免
許

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種

毎
週
水
曜
日
（
休
日
を
除
く
。）

免
許

牽
引
第
二
種
免
許

大
型
特
殊
自
動
車
免
許

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
休
日

及
び
平
成
十
七
年
一
月
四
日
を
除

く
。）

普
通
自
動
車
免
許

毎
週
火
曜
日
、
水
曜
日
及
び
木
曜

日
（
休
日
及
び
平
成
十
七
年
一
月
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四
日
を
除
く
。）

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

毎
週
金
曜
日
（
休
日
を
除
く
。）

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

小
型
特
殊
自
動
車
免
許

毎
週
水
曜
日
（
休
日
を
除
く
。）

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野

又
は
警
察
署
で
行
う
毎
月
第
一
火

牛
島
一
、
八
二
八

原
動
機
付
自
転
車
免
許

曜
日
及
び
第
三
火
曜
日
（
休
日
に

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

当
た
っ
た
場
合
は
、
別
に
指
定
し

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

た
日
）
。
た
だ
し
、
警
察
署
で
免

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当

山
梨
県
都
留
市
下
谷
三
丁

該
警
察
署
の
住
所
区
域
に
住
所
の

目
二
番
二
号

あ
る
者
に
限
る
。

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

運
転
免
許
課
都
留
分
室

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る

住
所
区
域
を
管
轄
す
る
警

察
署

三
　
一
部
免
除
試
験

１
　
免
許
試
験
の
一
部
が
免
除
さ
れ
る
者
に
対
す
る
運
転
に
必
要
な
適
性
に
つ
い
て
の
免
許
試
験

免
　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で（

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野

休
日
及
び
平
成
十
七
年
一
月
四
日

牛
島
一
、
八
二
八

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
法
第
八

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

十
九
条
第
二
項
後
段
に
規
定
す
る

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種

書
面
及
び
法
第
九
十
九
条
の
五
第

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

免
許

五
項
に
規
定
す
る
卒
業
証
明
書
を

山
梨
県
都
留
市
下
谷
三
丁

有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
水
曜
日

目
二
番
二
号

牽
引
第
二
種
免
許

を
除
く
。

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

運
転
免
許
課
都
留
分
室
（

大
型
自
動
車
免
許

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
五
年
政
令
第
二
百

普
通
自
動
車
免
許

七
十
号
）
第
三
十
四
条
の

四
に
該
当
す
る
者
を
除
く

大
型
特
殊
自
動
車
免
許

。）

牽
引
免
許

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

小
型
特
殊
自
動
車
免
許

原
動
機
付
自
転
車
免
許

大
型
自
動
車
仮
免
許

毎
週
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で（

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野

休
日
及
び
平
成
十
七
年
一
月
四
日

牛
島
一
、
八
二
八

普
通
自
動
車
仮
免
許

を
除
く
。）

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

２
　
免
許
試
験
の
一
部
が
免
除
さ
れ
る
者
に
対
す
る
運
転
に
必
要
な
適
性
及
び
技
能
に
つ
い
て
の
免

許
試
験

免
　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
月
曜
日
及
び
水
曜
日
（
休
日

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野

を
除
く
。）

牛
島
一
、
八
二
八

大
型
自
動
車
仮
免
許

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

普
通
自
動
車
仮
免
許

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
休
日

及
び
平
成
十
七
年
一
月
四
日
を
除

普
通
自
動
車
免
許

く
。）

大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種

毎
週
水
曜
日
（
休
日
を
除
く
。）

免
許

牽
引
第
二
種
免
許

大
型
自
動
車
免
許

大
型
特
殊
自
動
車
免
許

牽
引
免
許

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

毎
週
金
曜
日
（
休
日
を
除
く
。）
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普
通
自
動
二
輪
車
免
許

３
　
免
許
試
験
の
一
部
が
免
除
さ
れ
る
者
に
対
す
る
運
転
に
必
要
な
適
性
及
び
知
識
に
つ
い
て
の
免

許
試
験

免
　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で（

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野

休
日
及
び
平
成
十
七
年
一
月
四
日

牛
島
一
、
八
二
八

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
法
第
八

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

十
九
条
第
二
項
後
段
に
規
定
す
る

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種

書
面
及
び
法
第
九
十
九
条
の
五
第

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

免
許

五
項
に
規
定
す
る
卒
業
証
明
書
を

山
梨
県
都
留
市
下
谷
三
丁

有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
水
曜
日

目
二
番
二
号

牽
引
第
二
種
免
許

を
除
く
。

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

運
転
免
許
課
都
留
分
室
（

大
型
自
動
車
免
許

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三

十
四
条
の
四
に
該
当
す
る

普
通
自
動
車
免
許

者
を
除
く
。）

大
型
特
殊
自
動
車
免
許

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

小
型
特
殊
自
動
車
免
許

原
動
機
付
自
転
車
免
許

大
型
自
動
車
仮
免
許

毎
週
月
曜
日
及
び
水
曜
日
（
休
日

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野

を
除
く
。）

牛
島
一
、
八
二
八

普
通
自
動
車
仮
免
許

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

四
　
再
試
験

１
　
自
動
車
等
の
運
転
に
必
要
な
技
能
に
つ
い
て
の
再
試
験

免
　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

普
通
自
動
車
免
許

毎
週
火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
休
日

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野

及
び
平
成
十
七
年
一
月
四
日
を
除

牛
島
一
、
八
二
八

く
。）

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

毎
週
金
曜
日
（
休
日
を
除
く
。）

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

２
　
自
動
車
等
の
運
転
に
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
の
再
試
験

免
　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

普
通
自
動
車
免
許

毎
週
火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
休
日

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野

及
び
平
成
十
七
年
一
月
四
日
を
除

牛
島
一
、
八
二
八

く
。）

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

原
動
機
付
自
転
車
免
許

毎
週
水
曜
日
（
休
日
を
除
く
。）

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

毎
週
金
曜
日
（
休
日
を
除
く
。）

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

五
　
審
査免

　
許
　
の
　
種
　
類

審
　
　
査
　
　
日

審
　
査
　
場
　
所

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で（

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野

休
日
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
技

牛
島
一
、
八
二
八

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

能
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

つ
い
て
は
、
水
曜
日
（
休
日
を
除

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

大
型
自
動
車
免
許

く
。）
と
す
る
。

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

山
梨
県
都
留
市
下
谷
三
丁

普
通
自
動
車
免
許

目
二
番
二
号

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

大
型
特
殊
自
動
車
免
許

運
転
免
許
課
都
留
分
室
（

技
能
審
査
を
除
く
。）

牽
引
免
許

普
通
自
動
車
仮
免
許

水
曜
日
（
休
日
を
除
く
。）
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普
通
自
動
二
輪
車
免
許

毎
週
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（

休
日
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
技

能
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に

つ
い
て
は
、
金
曜
日
（
休
日
を
除

く
。）
と
す
る
。

六
　
そ
の
他

１
　
技
能
検
査
、
免
許
試
験
、
三
の
２
及
び
３
の
一
部
免
除
試
験
、
再
試
験
及
び
審
査
の
受
付
時
間

は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
同
九
時
ま
で
と
す
る
。

２
　
他
の
受
付
時
間
は
、
午
後
一
時
か
ら
同
一
時
三
十
分
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
九
十
七
条

の
二
第
二
項
に
定
め
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
予
約
制
と
し
、
時
間
を
指
定

す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
の
技
能
試
験
に
つ
い
て
は
、
予
約
制

と
す
る
。

'

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
九
年
二
月
十
八
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

株
式
会
社
竹
屋
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
一
休

株
式
会
社

三
〇
〇
九
五
七

竹
内
正
博

機

さ
ん

竹
屋

愛
知
県
春
日
井
市
美
濃
町
二
丁
目

規
則
第
六
条
第

九
八
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
竹
屋
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
一
休

株
式
会
社

三
〇
〇
九
八
〇

竹
内
正
博

機

さ
ん
Ｓ

竹
屋

愛
知
県
春
日
井
市
美
濃
町
二
丁
目

規
則
第
六
条
第

九
八
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
竹
屋
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
一
休

株
式
会
社

三
〇
〇
九
八
四

竹
内
正
博

機

さ
ん
Ｔ

竹
屋

愛
知
県
春
日
井
市
美
濃
町
二
丁
目

規
則
第
六
条
第

九
八
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
平
和
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
バ
ニ

株
式
会
社

三
〇
〇
九
八
二

中
島
潤

機

ー
ガ
ー
ル

平
和

群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
二
丁
目
三

規
則
第
六
条
第

Ｘ
Ｊ
２

〇
一
四
番
地
の
八

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
平
和
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
バ
ニ

株
式
会
社

三
〇
一
〇
二
〇

中
島
潤

機

ー
ガ
ー
ル

平
和

群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
二
丁
目
三

規
則
第
六
条
第

Ｚ
Ｊ
２

〇
一
四
番
地
の
八

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

サ
ミ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
猛
獣

サ
ミ
ー
株

三
〇
〇
九
四
一

里
見
治

機

王
Ｇ
Ｔ

式
会
社

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

三
番
二
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物
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株
式
会
社
エ
レ
コ
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ト
ウ
シ
ン

株
式
会
社

三
四
〇
九
三
一

福
田
貞
夫

規
則
第
六
条
第

ラ
イ
デ
ン

エ
レ
コ

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
一
番

二
号
（
別
表
第

ハ
ナ
ダ
マ

地
二
五

五
）

サ
ル

株
式
会
社
エ
レ
コ
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

シ
ン
ド
バ

株
式
会
社

三
四
〇
九
九
六

福
田
貞
夫

規
則
第
六
条
第

ッ
ド
ア
ド

エ
レ
コ

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
一
番

二
号
（
別
表
第

ベ
ン
チ
ャ

地
二
五

五
）

ー
ハ
エ
ノ

モ
ト
カ
ナ

コ
デ
ド
ウ

デ
ス
カ

株
式
会
社
ま
さ
む
ら
遊
機
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ト
ッ

株
式
会
社

三
〇
一
〇
一
〇

取
締
役
　
後
藤
常
喜

機

プ
ク
ル
ー

ま
さ
む
ら

愛
知
県
名
古
屋
市
天
白
区
中
砂
町

規
則
第
六
条
第

ジ
ン
グ
Ｈ

遊
機

一
四
五
番
地

一
号
イ
（
別
表

Ｎ
Ａ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ま
さ
む
ら
遊
機
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ト
ッ

株
式
会
社

三
〇
一
〇
二
五

取
締
役
　
後
藤
常
喜

機

プ
ク
ル
ー

ま
さ
む
ら

愛
知
県
名
古
屋
市
天
白
区
中
砂
町

規
則
第
六
条
第

ジ
ン
グ
Ｈ

遊
機

一
四
五
番
地

一
号
イ
（
別
表

Ｎ
Ｂ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

三
〇
〇
九
五
九

役
　
寳
田
久
治

機

ー
バ
ー
カ

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
九

規
則
第
六
条
第

ン
フ
ー
ギ

番
一
〇
号

一
号
イ
（
別
表

ャ
ル
Ｍ
Ｒ

第
二
）

４
Ｍ

第
一
種
特
別
電

動
役
物

奥
村
遊
機
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
モ
グ

奥
村
遊
機

三
〇
一
〇
二
七

役
　
奥
村
昌
美

機

ッ
テ
お
宝

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
昭
和
区
鶴
舞
二

規
則
第
六
条
第

Ｔ
５
Ｓ
Ｓ

丁
目
二
番
一
八
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

奥
村
遊
機
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

モ
ナ
キ
ス

奥
村
遊
機

三
二
〇
九
四
六

役
　
奥
村
昌
美

機

ト
Ｆ
Ｄ

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
昭
和
区
鶴
舞
二

規
則
第
六
条
第

丁
目
二
番
一
八
号

一
号
ロ
（
別
表

第
三
）

普
通
電
動
役
物

ア
ビ
リ
ッ
ト
株
式
会
社
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

デ
ス
バ
レ

ア
ビ
リ
ッ

三
四
〇
九
七
〇

締
役
　
濱
野
準
一

規
則
第
六
条
第

ー

ト
株
式
会

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
船
場
二

二
号
（
別
表
第

社

丁
目
九
番
一
四
号

五
）

ア
ビ
リ
ッ
ト
株
式
会
社
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

マ
リ
ン
パ

ア
ビ
リ
ッ

三
四
〇
九
六
九

締
役
　
濱
野
準
一

規
則
第
六
条
第

ニ
ッ
ク

ト
株
式
会

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
船
場
二

二
号
（
別
表
第

社

丁
目
九
番
一
四
号

五
）

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
十
六
年
二
月
五
日
掲
載
の
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
の
公

告
中五

一

下

終
わ
り
か
ら
四

四
〇
四
六
の
三
、
四
〇
四
六
四
〇
四
六
の
四

の
四

同

同

終
わ
り
か
ら
二

四
〇
四
六
の
一
二
及
び
四
〇
四
〇
四
六
の
一
二
、
四
〇
四

四
六
の
一
三

六
の
一
三
及
び
四
〇
四
六
の

一
四
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